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未就園児の定期的な預かりモデル事業を開始します 
 
大府市は、国のモデル事業に本市の提案が採択されたことを受け、定員に空きのある民

間保育所において、普段、地域の保育所や幼稚園などに通所していない未就園児に対して、
定期的な預かりを実施します。 
定期的な預かりを実施することで、専門家による良質な成育環境を確保し、他児との関

わりによって子どもたちの発達を促すとともに、育児疲れによる負担を抱える保護者に対
する継続的な支援や、必要に応じて関係機関と連携した支援を行います。 

 
■未就園児の定期的な預かりモデル事業の概要 
実施場所／民間保育所１園 
対象／家庭で養育されている０～２歳児 
利用日数／１人あたり週１～２日程度 
利用時間／午前９時～午後４時 
預かり期間／令和５年７月～令和６年３月 
受入予定人数／５人（０歳児２人、１歳児２人、２歳児１人） 
利用料金／１人１日あたり 2,300円（別途 食事代 300円／食、おやつ代 50円／食） 
     ※低所得世帯等に対する利用料金の補助あり 
利用申込／市幼児教育保育課窓口に利用申込書及び必要書類を提出 
要支援家庭などの優先利用／申込者数が受入予定人数を超えた場合の利用調整において

は、ひとり親家庭や生活保護世帯などの要支援家庭等の優
先利用を考慮します。 

その他／モデル事業検討委員会を設置し、子どもの成長や発達に対する効果測定、優先
利用や利用調整の考え方などを検討・検証し、事業の効果や課題などを国へ報
告します。 

 
【問い合わせ先】 
 大府市幼児教育保育課 
 担当：阪野 圭亮（ばんの けいすけ） 
電話：0562-85-3895 FAX：0562-47-2888 メール：hoiku@city.obu.lg.jp 


